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1	 肖像権の意義
○�　公権力によってみだりに容貌等を撮影されない自由
○�　憲法13条の（❶　　　　　）をもとに認められる、新しい人権

2	 肖像権と犯罪捜査
○�　（❷　　　　　）もないのに、警察官が個人の容貌等を撮影することは、憲
法13条の趣旨に反し許されない

○�　（❸　　　　　）のために必要がある場合には、肖像権も制限を受け、撮影
を行うことが許される（最大判昭44.12.24）

3	 防犯カメラと肖像権
⑴　犯罪捜査のための撮影の適法性

捜査目的を達成するため、（❹　　　　　）な範囲で、（❺　　　　　）な方
法によって行われたものであれば、撮影は許される（最決平20.4 .15）

⑵　犯罪発生前からの継続的な撮影の許否
犯罪が発生する（❻　　　　　）、あらかじめ証拠保全を行う（❹）性及び

（❼　　　　　）性があり、撮影が社会通念に照らして（❺）と認められる方
法で行われるならば、撮影は許される（東京高判昭63.4 .1）

4	 事例の検討
○�　防犯カメラの設置・撮影の適法性

犯罪捜査への協力等の正当な目的以外には録画映像を用いないなどの事情が
あれば適法

○�　ビデオ記録を警察へ提供することの適法性
①提供の経緯や②ビデオテープに録画された客の行動等の具体的事情から判
断し、犯罪捜査への協力のためという公益目的であれば違法性はない
❶幸福追求権　❷正当な理由　❸公共の福祉　❹必要　❺相当　❻相当高度の蓋然性　❼緊急�

X警察署では、A市役所と連携し犯罪抑止対策を目的とした防犯カメラの設置を促進していると
ころであるが、一部の市民から「防犯カメラはプライバシー権の侵害にならないのか。」との申立
てがなされた。 

犯罪予防目的で防犯カメラにより撮影・録画することの適法性と、撮影した映像を犯罪捜査に利
用することの適否について、憲法上の論点を挙げて述べなさい。 
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肖像権と犯罪捜査

X警察署では、A市役所と連携し犯罪抑止対策を目的とした防犯カメラの設置を
促進しているところであるが、一部の市民から「防犯カメラはプライバシー権の侵
害にならないのか。」との申立てがなされた。
犯罪予防目的で防犯カメラにより撮影・録画することの適法性と、撮影した映像
を犯罪捜査に利用することの適否について、憲法上の論点を挙げて述べなさい。

防犯カメラを設置して撮影・録画することは（プライバシー権としての）肖
像権との関係で問題となるが、本問では更に撮影した映像を捜査に使うことに
ついて問われている。
▼そこで
①肖像権の意義と、②防犯カメラによる撮影・録画の適否について述べた上
で、③映像を犯罪捜査に利用することの適否を検討する。

1	 肖像権
⑴　意義

自らの容貌や姿態を、みだりに他人から撮影されたり、録画されたりしない
権利をいう。
憲法に明記されている権利ではないが、新しい人権の 1つとして憲法13条
の幸福追求権に含まれる。
⑵　判例

肖像権と明示したわけではないものの、みだりに個人の容貌・姿態を撮影さ
れない自由が憲法上保障されるとしている（最大判昭44.12.24）。
⑶　肖像権への制約が認められる場合

警察官が正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、肖像権の
侵害に当たり許されないが、公共の福祉のために必要がある場合には、肖像権

答案作成上のポイント

も相当の制限を受ける（前掲最大判昭44.12.24）。
なお、この判例は、撮影対象の中に、犯人の身辺や被写体とされた物件の近
くにいたため除外できない状況にある第三者の容貌等を含んだとしても撮影行
為は憲法に違反しない旨も述べている。

2	 捜査機関による防犯カメラ設置の適法性
判例は、以前から犯罪行為が多発する地域において、捜査機関が、通りに面す
る歩道の電柱に防犯カメラを設置し、撮影した行為の適法性について、
①　犯罪が発生する相当程度の蓋然性が認められる場合で、
②　あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性及び緊急性が認められ、
③�　道路や公共施設等の公開された場所に防犯カメラを設置するなど相当な方法
で撮影するのであれば、
現に犯罪が行われる以前から、犯罪の発生が予測される場所を継続的・自動的
に撮影・録画することは適法であるとした（東京高判昭63.4 .1）。

3		 捜査機関以外による防犯カメラ撮影・録画及びビデオ記録を捜査機関に提出す
ることの適法性
⑴　防犯カメラ撮影・録画の適法性

防犯カメラにより撮影・録画する①目的の正当性、②方法の相当性等を考慮
して判断する（名古屋高判平17.3 .30）。
⑵　店舗内で撮影されたビデオ記録を警察へ提供することの適法性

①警察に提供されることになった経緯や②当該ビデオテープに録画された客
の行動等の具体的事情から判断する（前掲名古屋高判平17.3 .30）。

4	 事例の検討
⑴　防犯カメラの設置・撮影の適法性

カメラを設置している事実を表示し、犯罪捜査への協力等の正当な目的以外
には録画映像を用いず、録画映像の保存期間を短期間としているといった要件
を備えるならば、私人に対する不当な肖像権侵害とはならない。
⑵　ビデオ記録を警察へ提供することの適法性

①警察に提供されることになった経緯や②当該ビデオテープに録画された内
容等の具体的事情から判断し、適法とされる場合は許される。犯罪捜査への協
力のためという公益目的であれば違法性はないと考えられる。
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答案作成上のポイントでは、答
案に書くべきポイントを掲載し
ました。これを一読すれば、何
を書くべきかが分かります。

「書くべきこと」を掲載
試験時間内で書くことのできる
実践的な答案例です。

試験でそのまま書ける

重要語句は太字になっているの
で、覚えるべき箇所が分かりや
すくなっています。

重要語句を太字に
問題は、試験で出題される可能
性の高いものを近年の傾向等か
ら厳選しています。

厳選された問題

●�法学＆実務でたっぷり236問掲載しています。
●�試験時間内で書けるよう、中論文は見開き 2ページ、簡記は 1ページに収
めました。

◉ 法学論文・実務論文編
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Best3を、階級ごとに科目別にまとめ

ました。最優先で学習するテーマの目

安としていただければと思います。

なお、「管理」に関しては、本書では掲

載問題数が少ないこと、KORON令和

7年 4月号付録「管理論文2025」で

特集を組むことから、本書ではBest3
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　　　　　被疑者の権利ではココをチェック！

法定手続の保障、不当に逮捕されない権利等の、憲法に定められた被疑者の人
権保障を正確に挙げられるようにしましょう。

　　　　　 逮捕における令状主義ではココをチェック！

逮捕における令状主義の考え方を論述できるようにしましょう。特に緊急逮捕
の合憲性は頻出テーマです。

　　　　　住居の不可侵ではココをチェック！

検視のための立入りや、警職法上の立入りと住居の不可侵の関係について論述
させる問題が頻出です。

ベスト 3 以外ではココもチェック！

自白や、憲法改正についても注意しましょう。
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 ［ 音声で覚える解説 ］

https://lb.tachibanashobo.co.jp
上記のURL/QRコードから「KEISATSU�KORON図書館」に

アクセスいただき、「動画」タブ内の動画のうち、
タイトルに【論文2025】とあるものをご視聴ください。

以下の問題には、答案作成のポイントや混同しやすい法律用語などを、昇任
試験対策室副室長のカメっち先生が分かりやすく解説した動画がついてい
ます。以下のURL/QRコードからウェブサイト「KEISATSU�KORON図書
館」にアクセスいただき、ぜひ試験対策のご参考になさってください。
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憲法02 肖像権と犯罪捜査

憲法03 報道の自由と取材の自由

憲法07 住居の不可侵

行政法02 所持品検査

行政法07 立入り

行政法08 武器の使用

刑法01 不作為犯

刑法06 共犯の錯誤

刑法16 特殊詐欺の擬律判断

刑事訴訟法09 逮捕の種別（たぐり捜査）

刑事訴訟法13 令状による捜索 · 差押えと必要な処分等

刑事訴訟法17 逮捕するための被疑者の捜索
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法学論文・実務論文編の問題の中で試

験に頻出の問題をセレクトし、記憶喚

起の助けになるよう答案の骨組み部分

（重要部分）を穴埋め式のダイジェスト

にしました。まずはダイジェストを覚

え、そこに内容を肉付けしていくと、効

率よく勉強が進みます。
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1 肖像権の意義
○�　公権力によってみだりに容貌等を撮影されない自由
○�　憲法13条の（❶　　　　　）をもとに認められる、新しい人権

2 肖像権と犯罪捜査
○�　（❷　　　　　）もないのに、警察官が個人の容貌等を撮影することは、憲
法13条の趣旨に反し許されない
○�　（❸　　　　　）のために必要がある場合には、肖像権も制限を受け、撮影
を行うことが許される（最大判昭44.12.24）

3 防犯カメラと肖像権
⑴　犯罪捜査のための撮影の適法性
捜査目的を達成するため、（❹　　　　　）な範囲で、（❺　　　　　）な方
法によって行われたものであれば、撮影は許される（最決平20.4 .15）

⑵　犯罪発生前からの継続的な撮影の許否
犯罪が発生する（❻　　　　　）、あらかじめ証拠保全を行う（❹）性及び

（❼　　　　　）性があり、撮影が社会通念に照らして（❺）と認められる方
法で行われるならば、撮影は許される（東京高判昭63.4 .1）

4 事例の検討
○�　防犯カメラの設置・撮影の適法性
犯罪捜査への協力等の正当な目的以外には録画映像を用いないなどの事情が
あれば適法
○�　ビデオ記録を警察へ提供することの適法性
①提供の経緯や②ビデオテープに録画された客の行動等の具体的事情から判
断し、犯罪捜査への協力のためという公益目的であれば違法性はない
❶幸福追求権　❷正当な理由　❸公共の福祉　❹必要　❺相当　❻相当高度の蓋然性　❼緊急�

X警察署では、A市役所と連携し犯罪抑止対策を目的とした防犯カメラの設置を促進していると
ころであるが、一部の市民から「防犯カメラはプライバシー権の侵害にならないのか。」との申立
てがなされた。 

犯罪予防目的で防犯カメラにより撮影・録画することの適法性と、撮影した映像を犯罪捜査に利
用することの適否について、憲法上の論点を挙げて述べなさい。 

肖像権と犯罪捜査02
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肖像権と犯罪捜査

X警察署では、A市役所と連携し犯罪抑止対策を目的とした防犯カメラの設置を
促進しているところであるが、一部の市民から「防犯カメラはプライバシー権の侵
害にならないのか。」との申立てがなされた。

犯罪予防目的で防犯カメラにより撮影・録画することの適法性と、撮影した映像
を犯罪捜査に利用することの適否について、憲法上の論点を挙げて述べなさい。

防犯カメラを設置して撮影・録画することは（プライバシー権としての）肖
像権との関係で問題となるが、本問では更に撮影した映像を捜査に使うことに
ついて問われている。
▼そこで
①肖像権の意義と、②防犯カメラによる撮影・録画の適否について述べた上
で、③映像を犯罪捜査に利用することの適否を検討する。

1 肖像権
⑴　意義

自らの容貌や姿態を、みだりに他人から撮影されたり、録画されたりしない
権利をいう。
憲法に明記されている権利ではないが、新しい人権の 1つとして憲法13条
の幸福追求権に含まれる。

⑵　判例
肖像権と明示したわけではないものの、みだりに個人の容貌・姿態を撮影さ
れない自由が憲法上保障されるとしている（最大判昭44.12.24）。

⑶　肖像権への制約が認められる場合
警察官が正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、肖像権の
侵害に当たり許されないが、公共の福祉のために必要がある場合には、肖像権

答案作成上のポイント

問  題

ダイジェストは P046を ！答 案 例

02
憲　法

ダイジェスト ▶ P046

［ 音声で覚える解説付き ➡ P044 ］

警部補	 ３位

警部	 １位
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プライバシー権の
侵害では？
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も相当の制限を受ける（前掲最大判昭44.12.24）。
なお、この判例は、撮影対象の中に、犯人の身辺や被写体とされた物件の近
くにいたため除外できない状況にある第三者の容貌等を含んだとしても撮影行
為は憲法に違反しない旨も述べている。

2 捜査機関による防犯カメラ設置の適法性
判例は、以前から犯罪行為が多発する地域において、捜査機関が、通りに面す
る歩道の電柱に防犯カメラを設置し、撮影した行為の適法性について、
①　犯罪が発生する相当程度の蓋然性が認められる場合で、
②　あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性及び緊急性が認められ、
③�　道路や公共施設等の公開された場所に防犯カメラを設置するなど相当な方法
で撮影するのであれば、
現に犯罪が行われる以前から、犯罪の発生が予測される場所を継続的・自動的
に撮影・録画することは適法であるとした（東京高判昭63.4 .1）。

3  捜査機関以外による防犯カメラ撮影・録画及びビデオ記録を捜査機関に提出す
ることの適法性
⑴　防犯カメラ撮影・録画の適法性
防犯カメラにより撮影・録画する①目的の正当性、②方法の相当性等を考慮
して判断する（名古屋高判平17.3 .30）。

⑵　店舗内で撮影されたビデオ記録を警察へ提供することの適法性
①警察に提供されることになった経緯や②当該ビデオテープに録画された客

の行動等の具体的事情から判断する（前掲名古屋高判平17.3 .30）。

4 事例の検討
⑴　防犯カメラの設置・撮影の適法性
カメラを設置している事実を表示し、犯罪捜査への協力等の正当な目的以外
には録画映像を用いず、録画映像の保存期間を短期間としているといった要件
を備えるならば、私人に対する不当な肖像権侵害とはならない。

⑵　ビデオ記録を警察へ提供することの適法性
①警察に提供されることになった経緯や②当該ビデオテープに録画された内
容等の具体的事情から判断し、適法とされる場合は許される。犯罪捜査への協
力のためという公益目的であれば違法性はないと考えられる。
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